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とを前提にしたうえで成り立つのである。 
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Ⅰ はじめに 

１．問題の所在と研究の目的 

 学校評議員制度（2000 年）及び学校運営協議会

制度（2004 年）の法制化により、学校運営への「保

護者の学校参加(１)」は制度上実現してきた。2012

年 4 月現在、文部科学省の指定を受けたコミュニ

ティ・スクールは全国で 1183 校にのぼり、文部科

学省は今後５年間でコミュニティ・スクールの数

を全公立小中学校の１割にあたる約 3000 校に拡

大することを目標としている(２)。そのため、コミ

ュニティ・スクールの数は加速度的に増大してい

くことが予想される。 

 しかし、このように制度として保護者の学校参加

が保障されるなかで、いかに参加を実質化してい

くかについては課題として指摘されている（大桃 

2000）。仲田康一は、学校運営協議会において保護

者が消極的な「無言委員」となっている実態を明

らかにし、保護者委員は学校を取り巻くミクロな

社会関係によって位置づけられること、保護者の

学校参加については学校だけではなく、地域住民

を含む諸アクターとの関係で捉える必要があるこ

となどを指摘した(仲田 2010)。しかし、大桃

(2000)の指摘に翻ってみると、大桃は保護者の参

加の実質化とともに、代表の正当性の担保を問題

視していることが分かる。よって、「圧倒的多数の

『沈黙する』人」とは単に学校運営協議会の文脈

に限らず、代表性を有しない保護者、すなわち保

護者委員ではない保護者（以下、非委員保護者）

の参加について射程に入れていることが明らかで

ある。その後、仲田（2011）では、社会的多様性

を有する非委員保護者に焦点を当て、学校運営協

議会の取り組み（宿題の○付け）とのつながりを

扱い、階層上位の保護者は学校運営協議会による

啓発内容を資源として対応する一方で、階層低位

の保護者に不利が集中すること、不満や不均衡に

対して保護者側の要因によって公的に生起するこ

とがなく、他の保護者或いは自らに責を問う実態

を明らかにした。仲田の研究は、非委員保護者に

焦点を当てている点で注目すべき研究である。 

 以上の先行研究を踏まえ、本稿では、保護者の

学校参加を議論するにあたって非委員保護者の学

校参加の有り様までを射程に入れたい。具体的に

は、授業を中心とした日常的な営みとしての「教

育活動への参加」に注目し、いかに非委員保護者

が学校と結びつき、「学校参加」を実現するのかを

考察する。 

 教育活動への保護者の参加は、多くの学校で授

業補助やゲストティーチャーとしての参加、校外

学習における引率の補助などの「学校支援ボラン

ティア」活動として実施されている(佐藤 2005)。

それにも関わらず、「身近なレベルでの学校との関

わり」（増田 2009）として看過されており、「保

護者の学校参加」として明確に位置づけられずに

取り組みが行われる現状にある。 

 そのなかで、教育活動への参加を「保護者の学

校参加」の取り組みとして位置づけ、報告してい

るものとして、「学びあう共同体」のパイロットス

クール、浜之郷小学校が挙げられる（佐藤 2000）。

佐藤が浜之郷小学校を「21 世紀の学校」として改

革するうえで掲げた構想は４つあり、そのうち２

つに「保護者の学校参加」への言及がみられる。

１つは、学校づくりにおいて「学びの共同体」を

中核に据えることであり、子どもの学び合い・育

ち合いや教師の専門家としての学び合いだけでな

く「親や市民が学校の教育実践に参加し連帯して
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表 1：保護者の学習参加の５分類 

型 項目 

教科支援型 個別指導・グループ指導・学習参観 

付き添い型 見学, 取材, 遠足 

選択学習型 個別テーマ追究 

長期継続型  

ワンショット型  

 

学び合う場所」として学校を位置づける。もう１

つは、学校の教育活動に対する親や市民の参加と

連帯を実現するために、親や市民が授業に参加し

教師と協力して子どもを育て合う「学習参加」の

実践を組織することである。以上のように、佐藤

は「学びの共同体」としての学校を親や市民が「学

習参加」するものとして構想している（佐藤 

2003）。 

 このような理念のもと、実際に浜之郷小学校で

実施された「保護者の学習参加」の取り組みにつ

いて、同校教諭の福谷秀子がまとめている（福谷 

2000）。「学びの共同体」としての学校づくりは、

親や市民などとのネットワークづくりを核に据え

て進められる。そのため、「学習参加」は浜之郷小

学校の研究領域の１つの柱に位置づけられてきた。

福谷は学習参加の形態を表１に示す５つに分類し

ている。教室で行われる授業に参加する「教科指

導支援型」、社会科見学等の校外学習に参加する

「付き添い型」、選択学習において個別テーマごと

に授業補助を行う「選択学習型」は学習参加の内

容で分けた項目である。定期的に学期、学年等の

長期間にわたって活動を行う「長期継続型」と１

時間、１単元など短期間集中的に活動を行う「ワ

ンショット型」の２つは学習参加の期間で分類し

たものである。浜之郷小学校では「学習参加」の

企画・立案を各教師が独自に行うため、「教師と保

護者の連帯」が最大の課題である。 

 また、具体的な実践としては、福谷は小学３年

生社会科「市の人たちの買い物」単元において、

カレーライスづくりのための買い物を計画する実

践「買い物達人～かっとびストア１組開店までの

物語～」を報告している。この教育実践のなかで

は、「保護者の学習参加」を通して、子どもと親で

はない他の保護者とのコミュニケーションが生じ

ること、学習が生活と結びつき、家庭において子

どもたちの学びが共有される様子が描き出されて

いる。 

 以上のように、「保護者の学校参加」については、

学校運営への参加だけではなく教育活動への参加

に関しても射程に入れて論じることが必要である。

そのことで、「沈黙する」保護者、すなわち非委員

保護者の「学校参加」を捉えることにつながると

考えられる。そこで、本稿は福岡県春日市教育委

員会において調査を行い、春日市内の小中学校に

おける「保護者の学校参加」の現状について教育

委員会がどのように把握し、今後の「保護者の学

校参加」の活性化に向けてどのような働きかけを

行っているのかを明らかにすることを目的として

行う。 

 

２.研究の対象と方法 

 本稿の研究対象は春日市教育委員会である。春

日市は 2005 年度にコミュニティ・スクールを導入

し、現在では市内全学校（小学校 12 校、中学校６

校）に学校運営協議会を設置する先進的な自治体

である。コミュニティ・スクールを中心として、

学校運営及び教育活動への「保護者の学校参加」

が進展していることが予想されるため、本稿の研

究対象に設定した。なお、春日市立学校ではなく

春日市教育委員会を対象とした理由は、コミュニ

ティ・スクールの導入など春日市における学校改

革が春日市教育委員会の先導によって推進されて

おり、「保護者の学校参加」をめぐっても春日市教

育委員会が主体となって各校に働きかけているこ

とが考えられるからである。 

 また、本研究の方法は、①先行研究の検討、②

質問項目の設定、③春日市教育委員会におけるイ

ンタビュー調査、④データの整理、⑤考察の５つ

である。 

 インタビュー調査は 2012 年７月３日に春日市

役所において実施した。事前に用意した質問項目

を中心としつつ、適宜関連する質問を付加しなが

らインタビューを行った
(３)。インタビュイーは春

日市教育委員会指導主幹のＴ氏である。Ｔ氏は、

福岡県筑紫地区の中学校において管理職経験を有

している。その他、Ｋ課長がインタビュー中に２

回、Ｋ部長がインタビュー終了時に１回、自身の

見解を示した。 
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Ⅱ 学校運営協議会への保護者の参加 

 

１.保護者委員の選定 

 保護者委員の選定については、原則として各学

校に任せており、校長、教頭の自由裁量である。

実際は PTA 会長や副会長が選定される傾向にある。

また、「子ども育成会」の役職などを務める保護

者も選出されている。 

 保護者委員は PTA 会長としての立場、或いは子

育ての当事者としての立場から発言する。Ｔ氏が

委員として参加する学校運営協議会においては、

保護者委員は PTA 会長など役職としての立場から

発言するというよりも、学校をよりよくしたいと

いう視点から発言する様子が多く見られる。 

 

２.保護者の意見集約 

 一般保護者の意見集約については、PTA の会合

などの場において保護者の意見が集約される実態

にある。春日市においては、PTA は毎月 1 回 PTA

運営委員会があり、そのなかで学校運営協議会の

議事内容について PTA としてどう対応するかにつ

いての意見を集約している。また、PTA 各委員会

（学年委員会や環境委員会など）のなかでも意見

の集約を行うほか、学校運営協議会のもとに設置

された実働組織のなかでの意見集約も行われてい

る（４）。このような会合を通して行われる意見集

約は、フォーマルな場だけではなく、インフォー

マルな場において「普段の情報収集」としても行

われている。 

 こういった組織に参加しない保護者に対しては

学校評価とも関連する全保護者を対象としたアン

ケート調査によって、意見集約を行っている。た

だし、非委員保護者に対する認知、理解について

は地域、学校格差があるのが事実であり、「100％

（認知される）というのは当然有り得ない」もの

の、非委員保護者に対して日常的なチャンネルを

もつ必要があることは明らかである。 

 

３.学校運営協議会における「保護者の学校参

加」を促進する要因 

 学校運営協議会の取り組みが軌道に乗ってい

るかどうかは、保護者委員が「当事者意識」を持

っているか、委員としての自覚が出来ているかが

大きな要因である。 

 春日市立天神山小学校で保護者委員を務めた生

島氏は、当初は「やらされ感」があり「学校の要

請で仕事が増えた」という負担感を抱いていたと

語っている（春日市教育委員会 2011）。しかし、

教職員や地域住民が熱心に取り組む姿を目の当た

りにし、「結局お世話になるのは自分たちの子ど

もなのだということに気付く」なかで保護者の意

識が変容したと振り返る。 

 逆に、保護者委員として当事者意識の低い学校

では学校運営協議会の取り組みが“弱い”。学校

側が首尾一貫してコーディネート（お膳立て）を

行うだけでは保護者自身の当事者意識が育たない

ため、一つの取り組みを行ううえで家庭の役割と

いう部分を徐々に返していく方法を採ることが必

要である。これは、学校運営協議会が行う「保護

者に対する啓発活動」（仲田 2011）である。春

日市では、「家庭学習チェック表」という取り組

みを行っている。保護者が子どもの家庭学習をチ

ェックするだけではなく、「家庭学習チェック表」

を使用するうえで気付いた改善点を集約する場を

設けて改良していく。それによって保護者も「家

庭学習チェック表」を使いやすくなるのである。

このように、当事者の仕事を当事者で変えていく

場を作る必要があると考えられる。 

 春日市教育委員会としては、コミュニティスク

ールの良さをどれだけ保護者に伝えることができ

るかが、「保護者の参加」を活性化させるために

必要であると考える。主に広報活動の拡大を行い、

「コミュニティだより」や「学年だより」「PTA

だより」など様々な方法を用いるとともに、授業

参観、PTA 総会、学校行事などの機会にコミュニ

ティスクールの成果を発信している。また、保護

者は「子どものためになるなら参加しようと思う」

ため、子どもを通してコミュニティ・スクールの

良さを広めていくことも必要である。 

 以上が、春日市における学校運営への保護者の

参加の現状である。次に、教育活動への保護者の

参加について、「学習支援ボランティア活動」を

中心に報告する。 
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 逆に、保護者委員として当事者意識の低い学校

では学校運営協議会の取り組みが“弱い”。学校

側が首尾一貫してコーディネート（お膳立て）を

行うだけでは保護者自身の当事者意識が育たない

ため、一つの取り組みを行ううえで家庭の役割と

いう部分を徐々に返していく方法を採ることが必

要である。これは、学校運営協議会が行う「保護

者に対する啓発活動」（仲田 2011）である。春

日市では、「家庭学習チェック表」という取り組

みを行っている。保護者が子どもの家庭学習をチ

ェックするだけではなく、「家庭学習チェック表」

を使用するうえで気付いた改善点を集約する場を

設けて改良していく。それによって保護者も「家

庭学習チェック表」を使いやすくなるのである。

このように、当事者の仕事を当事者で変えていく

場を作る必要があると考えられる。 

 春日市教育委員会としては、コミュニティスク

ールの良さをどれだけ保護者に伝えることができ

るかが、「保護者の参加」を活性化させるために

必要であると考える。主に広報活動の拡大を行い、

「コミュニティだより」や「学年だより」「PTA
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 春日市内各学校では、保護者が「学習支援ボラ

ンティア」として活動している。内容としては学

習を保護者がサポートする活動である。小学校の

場合は「赤マル先生」（春日野小学校）や「きた

っぴい先生」（春日北小学校）「すぐのこサポー

ト先生」（須玖小学校）など計算ドリル等の採点

を行う活動を日常的に行っている。そのほか、総

合的な学習の時間や生活科などでの授業サポート

や校外学習の引率などが活動内容である。先述の

福谷（2000）の分類に基づいて春日市における学

習支援ボランティア活動を分けると、「教科支援

型」「付き添い型」の学習参加が行われているこ

とが分かる。 

 学習支援ボランティアは公募によって参加者を

募る。各学校の年間カリキュラムに位置づけてい

るため活動時期などが明確であり、公募によって

ボランティア参加者を募ることが可能である。参

加人数は学校によって差異があるが、春日市立春

日西小学校においては年間延べ人数で 3300 人を

超える保護者が学校支援ボランティア活動に参加

している
(５)。 

 以上のように、春日市においては多くの保護者

が学習支援ボランティアとして、採点や校外学習

の引率、授業補助を行っていることが分かった。 

 

２.ゲストティーチャーとしての参加 

 保護者や地域人材のゲストティーチャーとして

の活用としては、例えば白水小学校では「おやじ

の会」主催でキャリア教育を行っている（春日市

教育委員会 2011）。この取り組みは総合的な学

習の時間に位置づけて実施している。具体的には、

保護者ボランティアを指導者として９つの職業に

関する説明会を行う（６)。実施にあたって学校運営

協議会で手順の確認を行い、①６年生児童を対象

とした「話を聞きたい職業」のアンケートの実施、

②希望の多い職種について６年生児童の保護者か

らボランティアを募集、③児童のグルーピングの

都合上、不足する説明者を「おやじの会」会員か

ら募集という３つの手順で説明者の調整を行って

いる。②で集まった保護者ボランティアは四名（デ

ザイナー・保育士・トリマー・警察官）であり、

③で集まったおやじの会会員からの説明者は５名

（自衛官・都市計画プランナー・ビール製造・Ｏ

Ａ機器販売・消防団）であった。児童は、１つの

職種についての説明を 10 分間受け、１単位時間

40 分間の間に３つの職業について説明を聞く。説

明者は仕事に関する道具を持参したり、実際の活

動の様子を実演するなどし、子どもたちにとって

貴重な機会となった。 

 以上のように、春日市においては保護者ボラン

ティアがゲストティーチャーとしてキャリア教育

に参加する取り組みが行われている。 

 

３.春日市教育委員会の関わり 

 では、上述の学校支援ボランティア活動やキャ

リア教育への保護者ボランティアの参加に対して

春日市はどのような働きかけを行っているのだろ

うか。 

 まず、これらのボランティア活動に対して交通

費や謝礼などの財政的支援は行っていない。これ

はボランティア活動本来の精神が無償の奉仕活動

をすることにあるからである。ただし、学校によ

っては学生ボランティアに対する交通費の支援を

行うため学校独自の後援会を組織して学生へ交通

費を支給しているが、これは近隣の大学に在籍す

る学生ボランティアに対する支援である。よって、

春日市内の保護者ボランティアは基本的に無償で

学校支援活動に参加していることが分かる。 

 一方、教育活動への「保護者の参加」を促進す

るための春日市教育委員会としての働きかけとし

ては、学校運営協議会への参加と同様に周知して

いくことが必要であると考えている。また、参加

してもらった保護者が有用感を抱き、継続して活

動に参加することも重要である。また、保護者は

社会的に多様であり、平日に行われることが多い

学習支援ボランティア活動への参加は困難である。

そのため、多種多様な手段を用いて多くの保護者

との結節点を確保することが望ましい。春日市内

の小学校では連絡帳などで家庭生活、家庭教育に

ついてコミュニケーションをとり、それに親が自

然と参加することで意識を高めている。これも一

つの学校と家庭の連携である。 
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 春日市内各学校では、保護者が「学習支援ボラ

ンティア」として活動している。内容としては学

習を保護者がサポートする活動である。小学校の
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や校外学習の引率などが活動内容である。先述の
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の会」主催でキャリア教育を行っている（春日市

教育委員会 2011）。この取り組みは総合的な学

習の時間に位置づけて実施している。具体的には、

保護者ボランティアを指導者として９つの職業に

関する説明会を行う（６)。実施にあたって学校運営

協議会で手順の確認を行い、①６年生児童を対象

とした「話を聞きたい職業」のアンケートの実施、

②希望の多い職種について６年生児童の保護者か

らボランティアを募集、③児童のグルーピングの

都合上、不足する説明者を「おやじの会」会員か

ら募集という３つの手順で説明者の調整を行って

いる。②で集まった保護者ボランティアは四名（デ
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るための春日市教育委員会としての働きかけとし

ては、学校運営協議会への参加と同様に周知して

いくことが必要であると考えている。また、参加

してもらった保護者が有用感を抱き、継続して活

動に参加することも重要である。また、保護者は

社会的に多様であり、平日に行われることが多い

学習支援ボランティア活動への参加は困難である。

そのため、多種多様な手段を用いて多くの保護者

との結節点を確保することが望ましい。春日市内

の小学校では連絡帳などで家庭生活、家庭教育に

ついてコミュニケーションをとり、それに親が自

然と参加することで意識を高めている。これも一

つの学校と家庭の連携である。 

 

 

Ⅳ おわりに 

 

 本稿は、春日市における「保護者の学校参加」

の現状を学校運営への参加、教育活動への参加の

両面から明らかにすることを目的として行った。

第一に、学校運営への参加をめぐっては PTA 会長

などが保護者の代表となり学校運営協議会に参加

していることや、PTA の会合などの場において非

委員保護者の意見収集及び意見伝達が行われるこ

と、保護者委員が当事者意識を持って協議会に参

加することがコミュニティ・スクールの取り組み

を進展させること、春日市教育委員会としては非

委員保護者に対して周知に努め、コミュニティ・

スクールの良さを伝える必要があることが分かっ

た。 

 第二に、教育活動への参加をめぐっては、春日

市内においては多くの保護者が学習支援ボランテ

ィアとして活動しており、授業補助や校外学習の

引率などを行っていること、白水小学校ではおや

じの会を中心として、総合的な学習の時間におい

てキャリア教育を行い、保護者ボランティアが自

身の職業について子どもに説明する取り組みを行

っていること、学習支援ボランティア活動を多く

の保護者に広げていくためには周知するとともに

活動によって保護者が有用感を抱く仕掛けづくり

が必要であることが明らかとなった。 

 以上の調査によって、春日市内の各学校におけ

る「保護者の学校参加」の概況を把握することが

できた。しかし、本稿は幾つかの課題を残してい

る。まず、学校運営協議会において保護者委員が

いかに「参加」しているのかを明らかにする必要

がある。どのような保護者が委員として選定され

るのかについてはインタビュー調査で明らかとな

ったが、実際にどのような立場からどのように発

言を行っているのかについては学校運営協議会議

事の傍聴などによって分析する必要がある。 

 一方、「学習支援ボランティア」活動についても、

どのような保護者が、どのような意識で活動に参

加しているのか、学校側の受け入れ体制の問題な

どと併せて把握することが求められる。そのため、

年間を通じて多くの保護者がボランティアとして

参加する春日西小学校などでのフィールドワーク、

保護者へのインタビューなど追加調査を行う必要

がある。 

 さらに、非委員保護者のなかでボランティア活

動や授業参加などに参加することがなく、学校と

結節点を持たない保護者も多くいる現状を踏まえ、

これまで参加することのなかった保護者、参加す

ることの出来なかった保護者がいかにすれば学校

参加を行うようになるのか、今後求められる「保

護者の学校参加」の在り方についても再考するこ

とが求められるだろう。 

 

 

【注】 

 

（１） 仲田陽一は、「参加」を「参加民主主義」

という場合の「参加」を指すものと定義し

ている（仲田 1996）。「保護者の学校参加」

に即して言えば、狭義では学校運営の意思

決定に保護者が参加すること、広義には学

校運営の意思決定を含む学校の教育活動

に保護者が参加・協力する活動を指す。本

稿では、後者の定義に従うこととする。 

（２） 文部科学省「コミュニティ・スクール（学

校運営協議会制度）について」、 http:// 

www.mext.go.jp/component/b_menu/shing

i/toushin/__icsFiles/afieldfile/2012/

07/23/1321672_5.pdf（最終アクセス日：

2012 年 8 月 15 日）参照。 

（３） 事前に用意した質問項目は、学校運営協議

会への参加について８項目、教育活動への

参加について６項目である。なお、本稿Ⅱ

及びⅢはインタビュー調査に沿って構成

されている。 

（４） 実働組織とは、学校運営協議会による協

議・承認事項を実践として推進するために

各校に設置された組織体制である（春日市

教育委員会 2011）。 

（５） 春日市立春日西小学校「学校と地域のコン

ビネーション・プロジェクト（学校支援ボ

ランティア）」、http://www.city.kasuga 

.fukuoka.jp/gakko/e-nishi/tokushoku/p

df_comu/2nd/comb02_gakkou.pdf（最終ア

クセス日：2012 年８月 15 日）参照。延べ

人数であるため、一定程度の重複があると

考えられる。 

（６） この実践は、春日市立白水小学校において

平成 22 年度に実施されたものである。「保

護者（おやじの会）と学校が連携したキャ

リア教育」として企画された。 
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